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目

次
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規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を

廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
二

○
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
四

○
東
京
都
区
市
町
村
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
四

○
東
京
都
立
学
校
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
東
京
都
立
高
等
学
校
の
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
五

○
東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
五

○
東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
総
務
部
の
部
教
育
政
策
課
の
項
、
教
育
計
理
課
の
項
、
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
項
及
び
広

報
統
計
課
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

企
画
部

教
育
政
策
課

教
育
計
理
課

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

第
三
条
第
四
項
中
「
担
当
課
長
」
の
下
に
「
及
び
専
門
課
長
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
第
十
三
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

専
門
課
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
専
門
分
野
に
つ
き
担
任
の
事
務
を
処
理
す
る
。

第
五
条
の
表
総
務
部
の
部
教
育
政
策
課
の
項
及
び
教
育
計
理
課
の
項
を
削
り
、
同
部
総
務
課
の
項
中

第
十
七
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
八

教
育
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

教
育
行
政
資
料
及
び
教
育
に
関
す
る
広
報
資
料
の
収
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
組
織
及
び
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
表
総
務
部
の
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
項
及
び
広
報
統
計
課
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

企
画
部

教
育
政
策
課
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一

教
育
行
政
の
基
本
的
な
政
策
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

重
要
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

教
育
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

四

教
育
委
員
会
へ
の
請
願
に
関
す
る
こ
と
。

五

事
務
事
業
の
管
理
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

六

事
務
事
業
の
行
政
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

七

教
育
庁
の
所
管
に
係
る
政
策
連
携
団
体
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

人
権
教
育
及
び
同
和
教
育
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

教
育
行
政
に
関
す
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

十

教
育
行
政
資
料
及
び
教
育
情
報
の
収
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

十
一

部
内
他
課
に
属
さ
な
い
こ
と
。

教
育
計
理
課

一

予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
事
業
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

重
要
施
策
の
予
算
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
教
育
政
策
課
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

一

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
推

進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
企
画
部
の
部
総
務
課
の
項
第
六
号
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、

同
部
企
画
課
の
項
第
四
号
中
「
及
び
認
定
講
師
」
を
削
り
、
同
表
研
修
部
の
部
教
育
経
営
課
の
項
第
四

号
中
「
主
任
教
諭
」
を
「
主
務
教
諭
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
一
の
部
都
立
学
校
及
び
区
市
町
村
立
学
校
の
款
七
の
項
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
、
法
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第
六
十
条
第
一
項
及
び
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
諭
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
、
法
第

六
十
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
教
諭
（
児
童
・
生
徒
の
養
護
並
び
に
栄

養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
場
合
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
款
八
の
項
中
「
第
三
十
七
条
第

一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
」
を
「
第
六

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
教
諭
（
児
童
・
生
徒
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に

改
め
、
同
款
九
の
項
中
「
栄
養
教
諭
」
を
「
主
務
教
諭
（
児
童
・
生
徒
の
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ

か
さ
ど
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
九
」
を
「
二
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「１７,３００円

」
を
「１７,７００円

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「１２,７００円

」
を
「１３,３００円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
（
令
和
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

職
員
が
育
児
、
介
護
等
の
事
情
に
よ
り
滞
在
す
る
親
族
（
配
偶
者
若
し
く
は
条
例
第
十
三
条
の

三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
を
い

う
。
）
の
住
居

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

職
員
が
異
動
等
に
伴
い
転
居
し
た
場
合
の
転
居
前
の
住
居

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
二
万
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
千
五
百
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
万
分
の
二
万
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
一
万
分
の
九
千
八
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
七
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
九

千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
九
千
九
百
六
十
」
を
「
一
万

分
の
九
千
八
百
五
十
六
・
二
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
七
千
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
六
千
二
百
三
十
」
を
「
一
万
分
の
六
千
百
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
二
十
八
・
七
五
」
に
、
「
一
万
分

の
八
千
」
を
「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
五
千
四
百
」
を
「
一
万

分
の
五
千
二
百
八
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
七
千
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
管
理
運
営
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
（
管
理
運
営
規
則
第
二
十
七
条
の
四
、
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第

三
十
条
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
一

号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
教
諭
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
東
京
都
立

学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
」
を
「
管
理

運
営
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
区
市
町
村
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

東
京
都
区
市
町
村
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
区
市
町
村
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員

会
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
区
市
町
村
教
育
委
員
会
規
則
等
で
定

め
る
主
任
の
担
当
す
る
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主

務
教
諭
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

東
京
都
立
学
校
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
職
員
健
康
管
理
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
三
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
高
等
学
校
の
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
立
高
等
学
校
の
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
高
等
学
校
の
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会

規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員

会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
命
じ
た
」
の
下
に
「
主
幹
教
諭
、
主
務
教
諭
、
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

「
命
ぜ
ら
れ
た
」
の
下
に
「
主
幹
教
諭
、
主
務
教
諭
及
び
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
寄
宿
舎
の
管
理

運
営
に
関
す
る
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
四
第
一
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
又
は
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に

お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
ら
の
主
任
の
担
当
す
る

校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
」
を
「
次
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

学
科
主
任

当
該
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
教
育
活
動
に
関
し
そ
の

他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ

る
と
き
。
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二

農
場
主
任

当
該
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の

事
情
の
あ
る
と
き
。

第
十
条
の
六
第
一
項
中
「
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
主
任
」
を
「
に
規
定
す
る
主
任
及
び
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
学
科
主
任
」
に
改
め
、
「
）
の
中
か
ら
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
農
場
主
任
は
、
当
該
学
校
の
主
務
教
諭
又
は
教
諭
の
中
か
ら
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導
教

諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
又
は
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に

お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

学
部
主
任
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
の
中
か
ら
、
校
長
の
具
申
に
よ
り
、
委
員
会
が
命
ず
る
。
た
だ

し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
指
導
教
諭
の
中
か
ら
、
校
長
の
具
申
に
よ
り
、
委
員
会
が
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
六
項
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
を
「
第
六

項
、
第
十
二
条
の
十
第
一
項
本
文
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の

は
「
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
及
び
生

徒
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


